
 

 

 

生活保護法に基づく指定施術機関（柔道整復師）に対する行政処分について 

  

 東京都は、生活保護法（昭和２５年５月４日法律第１４４号。以下「法」という。）

第５１条第２項第２号及び第５５条第２項の規定に基づき、以下のとおり指定施術機関

（柔道整復師）（裏面参照）に対する行政処分を行いましたのでお知らせします。 

 

 

１ 施術機関（柔道整復師）の氏名及び施術所の名称・所在地等 

 (1) 柔道整復師氏名       須藤 英樹（すどう ひでき） 

 (2) 施術所名称         白河整骨院 

 (3) 施術所所在地       東京都江東区白河１－４－１１ ブランシュキシモト１階 

 (4) 業務の種類      柔道整復 

 (5) 指定年月日        平成１８年７月１８日 

 

２ 行政処分の内容 

  指定施術機関（法第５５条第１項）の指定の取消し 

 

３ 指定の取消し年月日 

  平成２８年１１月７日 

 

４ 指定取消しに至った経緯及び事由 

    福祉事務所からの情報提供により、当該施術機関に対して施術報酬の請求に係る不正

又は著しい不当の疑いが生じたため、法第５４条及び第５５条第２項等に基づき、平成

２８年８月３０日から同年９月２９日まで計５日間の検査を実施した。 

  検査において、施術報酬の請求に係る不正（付増請求）が認められたことにより、当

該施術機関は法第４９条の２第３項第２号に該当するに至った。 

  このことは、法第５１条第２項第２号及び第５５条第２項の規定に定める、指定 

施術機関の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。 

 

５ 検査において判明した不正事項 

   実際に行った施術に行っていない施術を付け増して施術録に不実記載し、当該施術に

係る報酬を不正に請求していた（付増請求）。 

 (1) 金額    金５１６，４４４円 

 (2) 内訳    平成２３年１０月から同年１２月まで並びに平成２５年９月及び１２月

並びに平成２６年４月から平成２８年５月までの施術分（合計２人分） 

 

 

平成２８年１１月７日 

福 祉 保 健 局 

（問合せ先） 
東京都福祉保健局生活福祉部保護課 

 電話 ０３-５３２０-４０６５（直通） 



 

６ その他 

  法第４９条の２第２項第４号及び第５５条第２項の規定により、取消しの日から起算

して５年を経過しない期間において、当該柔道整復師に対しては法第５５条第１項によ

る指定施術機関の指定を行わない。 

 

 

（参考） 

＜指定施術機関＞ 

生活扶助、住宅扶助といった生活保護法上の保護の種類のうち、医療扶助（及び

介護扶助）は、現物給付を原則としています。医療扶助のための施術を担当する「あ

ん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師」は申請により都道

府県知事の指定を受けることとされており（法第５５条第１項）、指定を受けた者を

指定施術機関といいます。 
 

＜施術の給付の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①給付申請 

②要否判断 

⑤施術 

⑥施術料の請求 

⑦施術料の支払 

※指定施術機関の指定 

  （法第 55 条第 1 項） 

③施術券交付 ④施術券の提出 

東京都 

福祉事務所 施術機関 

被保護者 



 

（参考）関係法令：生活保護法（昭和２５年５月４日法律第１４４号） 

 

 

 

 

（指定の申請及び基準） 

 第４９条の２ （略） 

 ２ （略） 

 ３ 厚生労働大臣は、第１項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診

療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。  

  一  （略） 

  二  前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められ

るものであるとき。  

 

（指定の辞退及び取消し） 

 第５１条  （略） 

 ２ 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療

機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知

事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止

することができる。  

  一   （略） 

  二 指定医療機関が、第４９条の２第３項各号のいずれかに該当するに至つたとき。  

  三～十 （略） 

 

（助産機関及び施術機関の指定等） 

第５５条 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは

柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療

扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 

２  第４９条の２第１項、第２項（第１号、第４号ただし書、第７号及び第９号を除く。）及び

第３項の規定は、前項の指定について、第５０条、第５０条の２、第５１条（第２項第４号、

第６号ただし書及び第１０号を除く。）及び第５４条の規定は、前項の規定により指定を受け

た助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用す

る。この場合において、（中略）第５４条第１項中「都道府県知事（厚生労働大臣の指定に係

る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事）」とあるのは「都道府県知事」

と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従

業者であつた者（以下この項において「開設者であつた者等」という。）」とあり、及び「指

定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者（開設者であつた者等を

含む。）」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当

該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるもの

とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 


